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船舶海難月報

今年も安全第一を心掛けましょう！

速

報

身近なところから海難を減らしましょう。身近なところから海難を減らしましょう。
12月は16隻の船舶海難が発生しました（前月10
隻）。船種別では、漁船9隻、プレジャーボートの4
隻 、貨物船3隻となっており、海難種類別では、衝
突が一番多く4隻、次に浸水・機関故障が各3隻、火
災・乗揚が各2隻、安全阻害・運航阻害が各1隻と
なっています（左グラフ参照）。年間を通じて漁船・ﾌﾟ
ﾚｼﾞｬｰﾎﾞｰﾄによる海難が全体の7割近くを占めてい
ます。予期しない荒天や原因不明の火災などによ
る海難もありますが、日頃から気象・海象情報に留
意し、愛艇の整備・係留管理を怠らないことで、防
げた海難も多くあります。愛艇を大切にし、日頃か
ら海難に遭わない気配りをお願い致します。

平成19年船舶海難発生状況（速報値）
昨年、当管内で発生した船舶海難隻数は、172隻（
平成18年171隻）、死亡・行方不明者が発生したのは、
5隻5名（同4隻4人）でした。
本年は、地域の特性を踏まえた海難防止活動を他
機関ともより連携しながら推進することで海難の減少
に寄与したいと考えています。

乗揚・転覆の状況

衝突(2)
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海難船舶隻数１６隻
船舶海難発生位置図（12月）

火災の状況

・県別の分類は、各県に所在する海上保安機関において取り扱った海難の合計数を示す。

12月の海難発生状況

・「安全阻害」とは、転覆に至らない船体傾斜、走錨及び荒天難航をいう。

・「運航阻害」とは、バッテリー過放電、燃料欠乏、ろ・かい喪失及び無人漂流をいう。

船種別海難発生状況（隻）
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海難種類別発生状況（隻）
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県別海難発生状況（隻）
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